
令和６年６月
建設課交通安全係



【交通規制開始日】 令和６年３月１日(金曜日)

【規制場所】 中洲神宮寺信号交差点と小坂信号交差点

【対象車両】 大型自動車・大型特殊自動車・

特定中型貨物自動車（ただし、路線バスを除く）

【規制内容】 指定方向外進行禁止（終日）

【安全対策】 石舟渡交差点：カラー舗装等の路面標示

※平成９年から大型車両向けの交通啓発活動を開始。

沿線事業所地域住民のご理解ご協力により規制開始となる。

大型車交通規制の概要



諏訪市公設地方卸売市場
の現状と今後について



諏訪市公設地方卸売市場の現状について

卸売市場設置の目的

諏訪市公設地方卸売市場は、昭和４９年（１９７４年）４月、

長野県の生鮮食料品卸売市場整備計画に基づき、生鮮食料品の

安定供給による市民生活の向上を目的とし、諏訪市が開設した。

当市場は地元事業者から出荷される新鮮な野菜、果物、きのこ

類等を適正価格で取引し、地元の消費者に安定的に供給する役

割を担ってきた。



全国の卸売市場の現状と課題

・公設・民設を問わず卸売市場数及び取扱高が減少。

➀共働き世帯、高齢者世帯等の増加により、加工食品の消費が増加する
一方で生鮮品の消費が減少。

②流通の多様化（インターネット通販等）、食の安全に対する消費者
ニーズの変化から産地直送を求める傾向があるなど、卸売市場を経由
しない取引が拡大。

③高速交通網が整備され物流システムの高度化により、大消費地や生
産地の大規模な卸売市場とそれ以外の小規模な卸売市場の2極化が
加速し、卸売市場の淘汰が進む。



諏訪市公設地方卸売市場の現状と課題

・買受人（小売店や飲食店）の減少、高齢化（70歳以上の者が

55.7％）、後継者不足（自分の代で廃業する予定の者が37.7％）。

※令和３年度実施の諏訪市公設地方卸売市場基礎調査によるアンケートより

・取扱高の大幅な減少による卸売業者等の採算性悪化により、市場使

用料が減少。

・施設の老朽化対策と安全･衛生対策。



市場取扱高及び買受人数の推移
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千円 人取扱高ピーク
254億円

ピーク時の
1/12以下
20億円

開設当初
の1/4以下
147人



市場審議会の答申と今後の市場のあり方について



～公設市場から民間主体の「食の供給機能を継承する新たな仕組み」へ～

新市場運営組織案 

    市場内の事業者を代表幹事として、組織を運営する。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）諏訪市場運営委員会 

幹事会社 

市場（共用部分）の管理 

生産者代表 卸売事業者 買受事業者 関連事業者 

諏訪市 

（オブザーバー） 

※今年度詳細を検討し、令和７年４月から新体制でスタート。


